
平成２９年 ５月１１日  

（２０１７年）       

 

業 者 各 位 

 

 

和歌山市 建設局     

建設総務部 建設総務課  

 

 

建設業法令遵守ガイドラインの一部改正について 

 

このことについて、国土交通省土地・建設産業局建設業課長（和歌山県県土整備部県土

整備政策局技術調査課長から送付）から別添のとおり通知がありましたので、お知らせし

ます。 

内容を十分にご理解いただき、元請下請間の取引が適正に行われるよう、よろしくお願

いします。 

 

 












































































































































































































	（業者各位）建設業法令遵守ガイドラインの一部改正について
	（県通知文）建設業法令遵守ガイドラインの一部改正について

